
知財セミナーのご案内 

情報コンタミネーションの課題と対策 

このたび、一色外国法事務弁護士事務所は、オープンイノベーションに潜む情報コン
タミネーションリスクに関して、契約および運用上の対策について解説するセミナー
を開催する運びとなりましたので、ご案内申し上げます。 

情報コンタミネーションとは、外部の秘密情報が自社情報に混入した状態を指します。
情報コンタミは、外部秘密情報を扱うあらゆる状況において発生しうる問題で、オー
プンイノベーションが本格化する中、そのリスクは増大しています。例えば、共同開
発以外の目的での使用が禁じられた外部秘密情報を自社製品の開発に用いることは、
米国法ではトレードシークレット盗用とみなされ、損害賠償のみならず自社製品の販
売差止めリスクを抱えることとなります。 

国内企業の中には、目的外使用を禁じるNDA等の契約を数多く締結しているものの、
外部からはコンタミ発生状況の判別が困難であることなどを理由に、十分な対策を
怠っているところも見受けられます。一方、米国では訴訟において広範な証拠開示が
要求され、また取引先からコンタミ防止策の説明を求められることもあるため、企業
や大学の多くは対策に本腰を入れています。 

本セミナーでは、一色太郎米国弁護士（一色外国法事務弁護士事務所）が、昨年成立
した連邦トレードシークレット保護法を含む米国の最新動向をもとに、情報コンタミ
リスク、契約および運用上の対応について解説いたします。また、金子晋輔弁護士
（伊藤見富法律事務所）をゲスト講師としてお迎えし、昨年施行された改正不正競争
防止法を含め日本法の観点からお話いただきます。 

さらに、演習事例を準備し、参加者の皆様に小グループに分かれ、ディスカッション
を行っていただく時間も設けています。日本企業が米国企業と共同で技術開発を行っ
た後、類似技術の自社開発を行うとした際のコンタミリスク対策について話し合って
いただきます（事前準備の必要はありません）。 

プログラム終了後、軽食をご用意してのレセプションを開催いたします。（講演およ
びレセプションの参加費は無料となっております。） 

なお、会場までお運びいただくことが難しい方のためにライブ配信も行いますので、
ぜひご利用ください。お忙しい中とは存じますが、ご同僚の方々などとお誘い合せの
うえ、是非奮ってご参加ください。お問い合わせなどございましたら、
seminar@isshiki-law.com 宛にご連絡ください。 

【参加お申し込みフォーム】 

http://www.isshiki-law.com/seminar/20171025.html 

～オープンイノベーションに潜むコンタミリスクと契約および運用上の対応～ 

2017年10月25日（水）13:30～ 
笹川記念会館（東京都港区三田 3-12-12） 
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知財セミナーのご案内 

（受付は13:00開始） 

日程／会場 

13:30 ～ 14:45 
 
14:45 ～ 14:55 
 
14:55 ～ 15:40 
 
15:40 ～ 15:50 
 
15:50 ～ 17:20 
 
 
17:30 ～ 19:30 

レセプション会場： 

講  演  会  場： 

2017年10月25日（水）13:30～ 

笹川記念会館 鳳凰の間（4階） 
（東京都港区三田 3-12-12） 

情報コンタミ対策の必要性等について解説 
 
休憩 
 
事例演習（グループディスカッション） 
 
休憩 
 
事例についての解説等 
質疑応答 
 
レセプション 

一色外国法事務弁護士事務所 ラウンジ 
（東京都港区三田 3-11-36 三田日東ダイビル７階） 

【参加費無料、ライブ配信あり】 



知財セミナーのご案内 

一色 太郎 

金子 晋輔  

東京を拠点に知財および紛争案件を専門に扱う一色外国法事務弁
護士事務所の代表。2011年に同事務所設立以前は、モリソン・
フォースター法律事務所のパートナー弁護士として、主に特許や
トレードシークレットに関する知財紛争案件を扱い、30件を超え
る米国訴訟・ITC調査案件において代理人を務めた。  

現在は、米国訴訟代理、紛争解決サポート、交渉代理業務に加え、
一色国際特許業務法人との連携のもと、特許鑑定、知財クリアラ
ンス、知財デューデリジェンス、情報コンタミネーション対策な
どの業務も行っている。 

1995年コーネル大学卒業（B.A.）、1998年ジョージ・ワシント
ン大学ロースクール修了（J.D.）。カリフォルニア州およびコロ
ンビア特別区にて弁護士登録。外国法事務弁護士。 

講師略歴 

伊藤見富法律事務所（外国法共同事業モリソン・フォースター外
国法事務弁護士事務所）のアソシエイト。弁護士。主な取り扱い
分野は知的財産権、システム開発、国際商取引、その他企業間の
紛争に関連する訴訟・仲裁案件。 

2006年東京大学法学部卒業、2008年中央大学法科大学院修了、
2016年ニューヨーク大学ロースクール（国際ビジネス規制、訴
訟・仲裁専門）LL.M.取得。 

一色外国法事務弁護士事務所 
～東京を拠点に知財および紛争案件を専門に扱う外国法事務所～ 

• 米国訴訟代理、紛争対応サポート（紛争マネジメント、ディスカバリーサポート等） 
• 国際契約対応、知財ライセンス交渉、知財戦略策定サポート 
• 特許鑑定、製品開発等に伴う知財クリアランス、知財デューデリジェンス 
• 米国特許商標庁への出願権利化対応 
• 情報コンタミネーション対策等 

コンタクト 東京都港区三田 3-11-36 三田日東ダイビル７階 
TEL      03-4500-9102 
EMAIL  contact@isshiki-law.com 
WEB     www.isshiki-law.com  

取扱い業務 
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